
新居浜市滞在型観光バスツアー助成金交付要綱 

 

新居浜市滞在型観光バスツアー助成交付要綱について、次のように定める。 

（趣旨） 

第１条 一般社団法人新居浜市観光物産協会会長（以下「会長」という。）は、市外から新

居浜市への誘客を促進するため、旅行会社が造成する募集型企画旅行（以下、「ツアー」と

いう。）の経費の一部に対して、予算の範囲内で助成金を交付する。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、旅行業法（昭和 27 年法

律第 239 号）に基づく登録旅行業者とし、かつ日本国内の事業者であること。ただし、暴

力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号。以下「法」

という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員（法第 2 条第 6 号に規定

する暴力団員をいう。）は対象外とする。 

 

（助成対象事業） 

第３条 助成金の対象となるツアー（以下「助成対象事業」という。）は、次の各号のいず

れにも該当するツアーとする。 

（１）令和７年４月１日から令和８年３月１５日までの期間に催行される募集型企画旅行

とし、出発および到着日のいずれもが期間内のものとする。ただし、この期間内であっ

ても予算がなくなり次第終了するものとする。 

（２）新居浜市外の発着地から往復ともに貸切バスを利用する団体型旅行であること。 

（３）次のいずれかを組み入れたツアーであること。ただし、太鼓祭り期間については、太

鼓祭りの観覧を主な目的とする催行であれば必ずしも以下を組み入れる必要はないも

のとする。 

 ア 新居浜市内の施設における一人あたり１,０００円(税抜き)以上の食事 

イ 次のいずれかの施設を含む市内観光スポット２か所以上 

愛媛県総合科学博物館 

別子銅山記念館 

日暮別邸記念館 

マイントピア別子（端出場・東平・旧端出場水力発電所） 

新居浜マリーナ（マリンパーク新居浜） 

新居浜市森林公園ゆらぎの森 

広瀬歴史記念館 

別子山ふるさと館 

フォレスターハウス 

あかがねミュージアム（新居浜市総合文化施設・新居浜市美術館） 

   ※マイントピア別子は端出場・東平・旧端出場水力発電所の全てのゾーン 



へ行っても１か所とする。 

 ウ 新居浜市内の宿泊施設に宿泊 

（４）ツアー名称に「新居浜市」等の文言もしくはロゴマーク「Hello！NEW 新居浜」を表示

すること。 

（５）使用するバスは大型車もしくは中型車であることとし、小型車およびマイクロバスは

対象外とする。 

（６）他の自治体等から助成金等を受けていない旅行であること。但し、愛媛県等が県内観

光促進事業として実施する事業についてはこの限りでない。 

（７）代表者がアンケート調査に回答することおよび回答内容を新居浜市に提供すること

について同意していること。 

（８）ツアーの参加者が特定の政治、宗教活動を目的とした団体でないこと。 

 

（助成金額） 

第４条 助成金の額は、別表のとおりとする。 

（１）バス１台あたり１０,０００円とする。 

（２）新居浜太鼓祭り期間中（10月 15 日～18 日を予定）に催行する場合、バス１台あた

り３０，０００円を助成する。ただし、出発および到着日のいずれもが期間内のものとする。 

（３）複数台のバスを利用する場合は１台あたり１０，０００円を、前条第１項第３号ウに 

該当する場合は宿泊日数に関わらずバス１台あたり１０,０００円を加算する。 

３ 前項の助成金の額は、１事業者（営業所・支店）あたり年間６０，０００円を限度とす 

る。 

 

（交付の申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、新居浜市募集型

観光バスツアー助成金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、助成対象事業開始日

の１０日前までに会長に提出するものとする。なお、４月上旬に催行する等の事情で申請期

限に間に合わない場合は、事前に会長へ申し出るものとする。 

 

（交付の決定） 

第６条 会長は、前条第１項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の

交付を決定した場合は、申請者に新居浜市募集型観光バスツアー助成金交付決定通知書（様

式第２号）により通知するものとする。 

２ 会長は、交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことが

できる。 

 

（事業内容の変更等） 

第７条 前条第１項に規定する交付決定を受けた者（以下「助成事業者」という。）は、助

成対象事業の内容を変更または中止しようとするときは、あらかじめ新居浜市募集型観光

バスツアー助成金中止等報告書（様式第３号）を会長に届け出なければならない。ただし、



軽易な変更で、会長が認めるものについては、この限りではない。 

２ 会長は、前項に規定する届出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた

ときは、助成事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第８条 助成事業者は、助成対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して３０日

以内又は交付決定のあった日の属する年度の３月１５日のいずれか早い日までに、新居浜

市募集型観光バスツアー助成金実績報告書（様式第４号）（以下「実績報告書」という。）に

必要な書類を添えて会長に提出しなければならない。 

 

（助成金の額の確定） 

第９条 会長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じ

て調査等を行い、交付すべき額を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。 

２ 会長は、確定した助成金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知

を省略することができる。 

 

（助成金の請求） 

第１０条 助成事業者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、新居浜市募集型観光

バスツアー助成金請求書(様式第５号)を会長に提出するものとする。 

 

（交付決定の取消） 

第１１条 会長は、助成事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の

全部又は一部を取り消すものとする。 

（１）交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２）法令又はこれらに基づく会長の命令に違反したとき。 

（３）偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

２ 会長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、書面により助成事業者に通知

するものとする。 

 

（助成金の返還） 

第１２条 会長は、前条第１項の規定により交付決定の全部又は一部の取消しを行った場

合及び第７条の規定により事業の変更または中止を承認した場合において、当該取消し又

は中止に係る助成金が既に交付されているときは、速やかに助成事業者に対し、書面により

返還を命じるものとする。 

 

（帳簿等の整備及び保管） 

第１３条 会長は、必要に応じて助成事業者に書類等の提示を求めることができるものと

し、助成事業者は、それを拒むことはできないものとする。 

（その他） 



第１４条 この要綱に定める各種様式のほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 別表（第 4条関係） 

① 新浜太鼓祭り以外の期間 

実績に応じた委託料 10,000 円/台 

加算 バス２台目以降 10,000 円/台 

市内に宿泊 10,000 円/台 

② 新居浜太鼓祭り（10 月 15 日～18 日の予定）の期間 

実績に応じた委託料 30,000 円/台 

加算 バス 2台目以降 10,000 円/台 

市内に宿泊 10,000 円/台 

 


